
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、１８年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項
給与減額措置（平成18年4月1日～平成21年3月31日）

町長 10％、副町長 9％、教育長 8％、一般職 3％

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

職員数

　　　　　　Ａ

人 千円 　　　　　千円

17年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

20.6

　　　　　　％

（参考）類似団体
町村類型(Ⅳ-０)平均

一人当たり給与費

人 件 費 率

別紙３

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（18年度末）

人 件 費

　　　　　　Ｂ

（参考）

区　　分

18 14.5

年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円

Ｂ／Ａ

人　

年度

大山町の給与・定員管理等について

18

給与費 B/A

一人当たり

実 質 収 支

279,087 1,838,13912,643,69719,098

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

千円

326,896793,239 106,781226

千円 千円 千円

1,226,916 5,428 5,934

(H14)
96.0

(H14)
97.0

(H19)
91.7

(H19)
94.7 (H19)

93.9

90.0

95.0

100.0

105.0

大山町 類似団体平均 全国町平均

（例）
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（１９年４月１日現在）

　　 ①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　 ②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

　　　　

（2) 職員の初任給の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

－ － －

平均給与月額
(国ベース）

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額

321,776

320,640

285,027

302,274

361,314

333,554

351,392

320,514

309,515

44.1

41.5

40.2

47.2

48.4

46.1

48.8

47.5

24

3

9

4

7

323

5,193

20

308,015

279,360

281,774

340,664

330,839

334,525

287,094

295,246

区分

類似団体

大山町 344,752

うち清掃員

うち学校給食員

うち運転手

うちその他

鳥取県

国

378,435

―

301,395

314,126

370,659

350,641

類似団体

40.7 325,724

41.5 332,487

383,541

355,689

―

381,718

大山町

国

鳥取県

区　　分

358,312

325,418

平均給与月額
（国ベース）

303,533

43.2

40.8

平 均 年 齢 平均給料月額

330,473

平均給与月額

349,414

405,307

135,632 138,400

166,796 170,200

135,632

大山町区　　　　　分 国鳥取県

一般行政職

高　校　卒

中　学　卒

技能労務職

165,094

高　校　卒 134,248

129,980

大　学　卒

（注）１　「平均給料月額」とは、１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当
　　　　　などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされて
　　　　　いるものである。
　　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤
　　　　　務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したもので
　　　　　ある。
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（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

－ － －

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（１９年４月１日現在）

（注）１　大山町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　 （注）平成１８年に９級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級並びに
 　　８級及び９級をそれぞれ統合）　　　　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況
昇給への勤務成績の反映は実施していません。

3.9
６　級

支所長の職務、相当高度の知識及び
経験を必要とする業務に従事する課
長、館長、保育所長、事務局長及び次
長の職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

48

　　　　　　　　人

１５年以上２０年未満１０年以上15年未満 ２０年以上２５年未満

369,085

302,801

　　　　　　　　％

19.6

31.4

　　　　　　　　％　　　　　　　　人

302,203

30

30

区　　分

区　　　　分

２　級

主事、技師、保育士、保健師、管理栄
養士及び司書の職務

１　級

　　　　　　　　人

５　級

４　級

課長、館長、保育所長、事務局長、参
事及び次長の職務

6

主幹、主幹技師、主幹保健師、主幹保
育士、主幹管理栄養士及び主幹司書
の職務

主任、主任技師、主任保育士、主任保
健師、主任管理栄養士及び主任司書

室長、課長補佐、所長補佐、局長補
佐、館長補佐、学校給食センター長及
び支配人の職務

３　級

大　学　卒

中　学　卒

構成比

　　　　　　　　％

13.1

標準的な職務内容 職員数

　　　　　　　　％

19.6

　　　　　　　　％

12.4

229,987

　　　　　　　　人

19

270,574

　　　　　　　　人

20

268,350

259,054 300,244

技能労務職

一般行政職

高　校　卒

高　校　卒 223,714

１級
13.1%

１級
12.1%

２級
19.6%

２級
19.1%

３級
31.4%

３級
31.8%

４級
19.6%

４級
19.1%

５級
12.4%

５級
13.4%

６級
3.9%

６級
4.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成１９年の構成比 １年前の構成比
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４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合） （１８年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置   定年前早期退職特例措置

（退職時特別昇給　　　　　　―　　　　　　　　　） 　　　　　　（２％～２０％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 特殊勤務手当（１９年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (4) 時間外勤務手当

支給実績（１８年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 千円

支給実績（１７年度決算） 千円

職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算） 千円

604,835

6.7

10,282

往診業務

防疫作業

夜間往診に随行

犬、猫等の死体処理

１回　800円

徴税業務(1日4時間以上 日額　500円

日額　290円

主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

大山町 鳥取県 国

―

1,525 1,640

１人当たり平均支給額（１８年度）

国大山町

１人当たり平均支給額（１８年度）

夜間往診に随行する診療所職員

-

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

手当の種類（手当数）

59.28

１件　1,000円行旅病人、死亡人の取扱い

診療報酬点数の2分の1

１体　３００円

給料月額の200/100以内医療及び公衆衛生業務に従事

25,261

214

行旅病人、死亡人救護等

診療手当

医師の特殊勤務手当

37,428

164

徴税事務に従事する職員

往診随行手当

手当の名称 主な支給対象職員

47.50 59.28

59.28

支給実績（１８度決算）

往診手当

徴税手当

防疫手当 防疫作業に従事する職員

行旅病人、死亡人の取扱いに従事する職員

23.50 30.55

33.50 41.34

1.45

23.50

33.50

47.50

医師の特殊勤務手当

59.28

1.45

0.750.75

59.28

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

犬猫等の死体処理手当

30.55

41.34

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　　５～２０％
　・管理職加算　１５～２５％

職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　５～１５％

-

54,950

犬猫等の死体処理作業に従事する職員

3.0

1.61.6

3.0 3.0 1.45

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　・役職加算　　　５～２０％
　・管理職加算　１０～２５％

59.28
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（5) その他の手当（１９年４月１日現在）

（注）管理職手当は平成19年9月から6%～9%の定率から25,000円～40,000円の定額へ改正されました。

５　特別職の報酬等の状況（１９年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

任期毎

任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

給料月額の
6%～9%

3.3

給 料 月 額 等

給料額×在職年数×280/100

1,580万円

210,000

町 長

町 長

議 員

期
末
手
当

185,000

国の制度と

30,150

支給実績

（参考）類似団体における最高／最低額

同じ

（１８年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

千円

6,026

副 町 長

632,000

副 議 長

町 長

3.3

議 長

議 長

備　　　　考

副 町 長

同じ

280,000

13,530

との異同

千円

千円

498,000

350,000

異なる内容

　　（１８年度支給割合）

254,000

679,000

27,158

国の制度

内容及び支給単価手　当　名

退
職
手
当

報

酬

　　（１８年度支給割合）

229,000

308,000

給料額×在職年数×500/100

副 町 長

副 議 長

議 員

256,000

707万円

215,000

千円

扶養手当 同じ
扶養親族として配偶者、
子等を有する職員

600,000847,000711,000

331異なる

交通機関等を利用して通
勤している職員

給

料

同じ

790,000

区 分

通勤手当

管理職手当
管理職の職務にある職員
に支給

575,120

住居手当 同じ

住宅を借受け家賃を支
払っている職員、又は職
員の所有に係る住宅に居
住

同じ

千円

241 千円

223

66

千円

千円

（１８年度決算）
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

人口1,000人当たり職員数　　　 人

（類似団体の人口1,000人当たり職員数 人）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

　

人

256129 21

平成１８年

対前年
増減数平成１９年

[   270    ］ [   0  ］

△ 135

10

44

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

一般行政部門

233

主 な 増 減 理 由
職 員 数

222

人

～

56歳 60歳48歳

区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

～

27歳 以上

20歳 20歳 24歳 28歳

～ ～

40歳

23歳

人

～

44歳

人 人 人 人人 人

～

人 人 人

39歳 59歳

42

12

3

31歳

職員数
51

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

29

52歳

～ ～

＜参考＞

△ 2

計

△ 2

△ 9

△ 12

55歳

29 40

43歳 47歳 51歳

人

12

[      270        ］

合　　計
268256

3 12 29

普
通
会
計
部
門

11.62

教育部門

小　計

水道・下水道

小　計

病院

34

12

△ 11

189

9

14

12

＜参考＞

10.63

9.43

8.48

180

△ 2

0

5

10

15

20

25

構成比

%
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
　　　２　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

増 減 2 △ 12 △ 10

計 職員数 266 268 256

等 会 計 増 減 4 △ 1

34公 営 企 業 職員数 31 35

増 減 1 △ 2

教　育 職員数 43 44 42

増 減 △ 3 △ 9

３年目

一般行政 職員数 192 189 180

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

１７年 １８年 １９年

計画始期 １年目 ２年目

２０年 ２１年 ２２年

8.27

18年～22年

４年目 ５年目 増減の計

純減率平成17年4月1日 平成22年4月1日 純減数

職員数 職員数

266 244 22
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